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○ 従来のＰＳＴＮに代わり、オールＩＰ化を目指す次世代ネットワーク（ＮＧＮ）への移行計画がＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ＢＴなど国内外の通信事業者で進展。
○ ＩＴＵにおいても、ＮＧＮネットワーク の標準化を 2003年に開始（2007年中にはリリース１が完成予定）。

○ 従来のＰＳＴＮに代わり、オールＩＰ化を目指す次世代ネットワーク（ＮＧＮ）への移行計画がＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ＢＴなど国内外の通信事業者で進展。
○ ＩＴＵにおいても、ＮＧＮネットワーク の標準化を 2003年に開始（2007年中にはリリース１が完成予定）。

１－１１－１ ＮＧＮＮＧＮ
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特長 ①
ＩＰｖ６アドレス空間の飛躍的な拡大

特長 ①
ＩＰｖ６アドレス空間の飛躍的な拡大

ＩＰｖ４アドレス空間 ４３億個
バケツ一杯分の砂の数

ＩＰｖ６アドレス空間 ３４０澗個
太陽一個分の体積の砂の数

IPｖ４ インフラストラクチャ
(アドレス空間の枯渇・再利用・様々な割り当て工夫)

（早ければ２０１０年頃枯渇）

特長 ④
セキュリティ機能の

充実

特長 ④
セキュリティ機能の

充実

特長 ⑤
マルチキャスト

特長 ⑤
マルチキャスト

特長 ③
機器をつなげれば

すぐ使える

特長 ③
機器をつなげれば

すぐ使える

特長 ②
End to End

通信

特長 ②
End to End

通信

IPｖ６による、IP化社会・ユビキタスネット社会のインフラストラクチャを提供

アンワイヤードの世界の実現には、
絶対的なアドレス不足

１－２１－２ ＩＰｖ６ＩＰｖ６
○IPの普及に伴うIPアドレスの枯渇に対応し、次世代のインターネットプロトコルであるIPｖ６への移行が進められている。
○IPv6では、IPプロトコルは事実上無限（約 3.4 × 1038 個）といわれ、我が国においても、利用環境が整い、サービス利用者も徐々に増加している。

○IPの普及に伴うIPアドレスの枯渇に対応し、次世代のインターネットプロトコルであるIPｖ６への移行が進められている。
○IPv6では、IPプロトコルは事実上無限（約 3.4 × 1038 個）といわれ、我が国においても、利用環境が整い、サービス利用者も徐々に増加している。
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※「IP over デジタル放送」は、慶應義塾大学、ＫＤＤＩ、ＦＭ東京が共同検討しているもの。

（出典）２００６年１１月２０日 ＫＤＤＩ報道発表資料より

（参考１）ＩＰ（参考１）ＩＰ ｏｖｅｒｏｖｅｒ デジタル放送デジタル放送

○地上デジタル放送（ＩＳＤＢ－Ｔ方式）を用いてＩＰパケットを伝送しサービス提供する実験も デジタルラジオにおいて
検討されている。（有線での実験段階）

○地上デジタル放送（ＩＳＤＢ－Ｔ方式）を用いてＩＰパケットを伝送しサービス提供する実験も デジタルラジオにおいて
検討されている。（有線での実験段階）
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ＦＭＣサービスの類型

① 請求書の一本化
固定電話と携帯電話の請求書が一体として送られてくるサービス。

② ワンストップ申込み
１回の申込みで、固定電話と携帯電話に加入できるサービス。

我が国のＦＭＣサービスの現状
携帯
請求A

固定
請求B

Ａ＋Ｂ

請求

・複数の請求により煩雑さを解消
・問い合わせ窓口も一本化
・請求額の割引きあり

（請求書の一本化）

（ＫＤＤＩの例）
ＫＤＤＩでは、固定電話と携帯電話の請求書を、一つにまとめて請求するサービス（「ＫＤＤＩまとめて請求」）を

2005年５月（6月請求分から）から開始。

このサービスを利用することにより、毎月の請求額から一定額の割引きを行ったり、固定と携帯それぞれのポイントを合算できるようにした。

③ 端末の共用
１台の端末が、屋外では携帯電話（ＰＨＳ）、屋内では固定電話の子機や社内

での内線無線電話として利用できるサービス。
④ 固定網・携帯網自動切り替え

１つの端末・電話番号で、屋外では携帯電話、屋内（自宅等）では固定電話と
してシームレスに利用できるサービス。

※FMC：Fixed and Mobile Convergence

（ケイ・オプティコム＋移動系事業者との連携例）
ケイ・オプィコムは、ＮＴＴドコモ、ウィルコム、ＫＤＤＩ（２００６年３月開始予定）の移動系各社と法人向けソリューション分野で連携したサービスを開始。

社内ではIPワイヤレス内線電話（連携事業者等との協業）、社外への発信はIP電話（ｹｲ･ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ提供）、外出先では携帯電話（連携事業者提供）として利用可能。

（ＮＴＴ西日本＋NTTドコモの例）
ＮＴＴ西日本は、大阪ガスの４９拠点の事業所を結ぶ「ＩＰ電話システム」を構築中。 端末は１台の

携帯電話端末で、社内ではＮＴＴ西日本の回線を使用したＩＰ電話による内線および外線通話、社外
では一般の携帯電話としてＮＴＴドコモの「ＦＯＭＡ」を採用。 平成１７年度から順次移行を開始し、平成１８年末の移行完了を目指している。

（ＮＴＴドコモ単体の例）
ＮＴＴドコモでは、２００４年７月に、ＦＯＭＡと無線ＬＡＮのデュアル端末を開発し、法人ユーザー向けに

FOMAで利用できる企業IP内線システムの販売を開始。社内では内線電話として、社外ではドコモの
携帯電話として利用可能。

（ＰＨＳの活用例）
・ＰＨＳを家庭内電話の子機として活用
ＰＨＳを、屋内では固定電話機の子機として、屋外では移動電話として活用。家庭内の親機（デジタル電話機）に

ＰＨＳを子機として登録することにより簡単に利用可能。（95年のサービス開始当初から、ＰＨＳを子機として登録

できるデジタル電話機が発売される。）

・ＰＨＳの内線端末としての活用
ＰＨＳを企業内では内線電話、屋外では移動電話として活用。
（参考：１９９７年秋に当時の郵政省が採用。総務省においても２００１年の再編時から採用。）

端末の共用

携帯電話・PHS

屋 外屋 外

移動電話事業者網へ

固定通信事業者網へ

内線電話

無線LAN等

建物内建物内

同一端末

・同一端末を利用
・社内では内線として利用
・社外では携帯電話として利用

請求書の一本化

（参考２）ＦＭＣ（参考２）ＦＭＣ
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光ファイバ回線

映像配信サービス ○地上デジタル放送、
衛星デジタル放送の
視聴が可能に

○映画のＶＯＤ視聴も

○高速インターネット
接続サービスが
利用可能に

インターネット接続

ＩＰ電話 ○通常の固定電話より
廉価な「ＩＰ電話」を
提供

一つの光ファイバ回線に様々な端末を接続し、通信・放送サービスの利用が可能

放送サービス

トリプルプレイトリプルプレイ
サービスサービス

イメージ図イメージ図

（参考３）トリプルプレイサービス（参考３）トリプルプレイサービス

◆通信・放送制度上の位置づけ◆通信・放送制度上の位置づけ

○映像配信サービス・・・電気通信役務利用放送法上の「電気通信役務利用放送」（ＶＯＤを除く）○映像配信サービス・・・電気通信役務利用放送法上の「電気通信役務利用放送」（ＶＯＤを除く）

○インターネット接続・・・電気通信事業法上の「電気通信役務」○インターネット接続・・・電気通信事業法上の「電気通信役務」

○ＩＰ電話・・・電気通信事業法上の「電気通信役務」○ＩＰ電話・・・電気通信事業法上の「電気通信役務」

（従来方式、
ＩＰマルチキャスト方式）

http://rd.yahoo.co.jp/shopping/whatshot/electronics/00017/*http://shopping.yahoo.co.jp/search?va=KDL-32V2000&pf=12000&cspid=2077764183&X=2
http://www.cato.co.jp/productShow1.asp?id=2903


8

（参考４）広帯域移動無線アクセスシステム（ＷｉＭａｘ等）（参考４）広帯域移動無線アクセスシステム（ＷｉＭａｘ等）

2006年 2月 情報通信審議会に対し「2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」を諮問
12月 移動的利用について情報通信審議会から一部答申

2007年 4月末 高利得ＦＷＡ（加入者向け無線アクセスシステム）の技術的条件について、情報通信審議会から
答申を希望

夏頃 事業者の決定

検討スケジュール

住宅

中継回線

ﾉｰﾄPC等

企業・大学のキャンパス

住宅

携帯

無線LAN ホットスポット

無線
LAN

無線
LAN

固定型：伝送距離 最大 数km程度 移動型：伝送距離 最大 ２km程度

固定 可搬 移動

（ｲﾝﾃﾙ社資料より）

◇無線によるインターネット常時接続

◇自宅、職場から持ち出したパソコンをどこでもブロードバンド環境で利用可能 （移動的利用）

◇電気通信事業者により、都市部を中心に広域をカバー （移動的利用）

◇中速程度の移動が可能 （移動的利用）

◇条件不利地域における有線回線の代替として、安価にブロードバンドサービスを提供 （高利得FWA）

利用イメージ

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.siliconforestforum.com/Intel%2520Jones%2520Farm%2520Campus%25201.jpg&imgrefurl=http://www.siliconforestforum.com/directions.html&h=150&w=225&sz=24&tbnid=G9-5tIBprpUJ:&tbnh=68&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3DJones%2BFarm%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26safe%3Doff
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（参考５）衛星インターネット（参考５）衛星インターネット

○衛星通信においても、ブロードバンド未整備エリア等を対象とした法人向けサービスとして、下り最大１０Mbpsの衛星

ブロードバンドサービスが商用化されている。

○衛星通信においても、ブロードバンド未整備エリア等を対象とした法人向けサービスとして、下り最大１０Mbpsの衛星

ブロードバンドサービスが商用化されている。

○ＪＳＡＴ㈱が本年４月９日から提供を開始した、商用衛星ブロードバンドサービス。

○静止衛星を利用し、上り最大２Ｍbps、下り最大１０Ｍbpsで、双方向の高速インターネット環境が可能となる高速広帯域

のインターネット環境を、日本国内のどこでも提供（法人向けサービス）。

○山間・離島などブロードバンド未整備エリアや、工事現場から社内ＬＡＮへのアクセス、ダムの遠隔監視、地上回線が利用

できない場所からの遠隔医療、災害発生時のバックアップ回線などの利用を想定。

○回線費用は月額１０万円～の定額料金。

インター
ネット

山間部、離島の工場、工事現場等本社等 衛星通信事業者

（出典）ＪＳＡＴ㈱４月５日報道発表資料より事務局作成

下り最大１０Mbps

【サービスの一例：「ＳＰＡＣＥーＩＰ」の概要】
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（参考（参考６６）狭帯域）狭帯域 CSCS--HivisionHivision（（H.264H.264の採用）の採用）

○○ CSCSデジタル放送デジタル放送（東経（東経110110度度CSCSデジタル放送等を除く。）デジタル放送等を除く。）について、について、HDTVHDTVによる多チャンネル放送を推進し、視聴者サービスのによる多チャンネル放送を推進し、視聴者サービスの
向上を図るため、当該放送方式の高度化のための技術的条件について、平成向上を図るため、当該放送方式の高度化のための技術的条件について、平成1717年年1010月に情報通信審議会に諮問。平成月に情報通信審議会に諮問。平成1818
年年77月に答申。これに伴い、電波監理審議会への諮問・答申を経て所要の技術基準整備を実施。月に答申。これに伴い、電波監理審議会への諮問・答申を経て所要の技術基準整備を実施。

○○ 伝送路符号化方式を伝送路符号化方式をDVBDVB‐‐SSからからDVBDVB--S.2S.2に、に、映像符号化方式を映像符号化方式をMPEGMPEG--22からからH.264H.264に変更。に変更。

通信衛星

受信装置送信装置

伝送容量・圧縮効率の増大伝送容量・圧縮効率の増大

従来： HDTV 1ch／中継器 新方式： HDTV 3ch／中継器

現行の衛星中継器と受信アンテナのまま、
高画質化や多チャンネル化が可能に

27MHz衛星中継器１本に多重可能なHDTVのチャン
ネル数 ： 1ch程度

27MHz衛星中継器１本に多重可能なHDTVのチャン
ネル数 ： 1ch程度

従 来 方 式従 来 方 式

27MHz衛星中継器１本に多重可能なHDTVのチャン
ネル数 ： 3ch程度

27MHz衛星中継器１本に多重可能なHDTVのチャン
ネル数 ： 3ch程度

新 方 式新 方 式

（DVB-S.2 + H.264）

従来方式（DVB-S＋MPEG-2）

1中継器当たりの伝送容量： 約29Mbps

HDTV1chの伝送容量： 約22Mbps

⇒ 29Mbps÷22Mbps/ch≒1ch

新方式（DVB-S.2＋H.264）

1中継器当たりの伝送容量： 最大約45Mbps

HDTV1chの伝送容量： 約13Mbps

⇒ 45Mbps÷13Mbps/ch≒3ch

平成２０年夏頃にサービス開始予定
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（参考７）携帯端末向けデジタル放送①（ワンセグの例）（参考７）携帯端末向けデジタル放送①（ワンセグの例）

1 0 1 1 0 ･ ･ ･

デジタル放送波

スポーツ

災害情報

H.264により
情報量を圧縮

元の映像

歩きながら…

電車の中で
スポーツ観戦…

移動中も大画面で…

自宅で…

いつでも
どこでも

ニュース

放送局
高画質
高音質

携
帯

端
末

向
け

モ
バ

イ
ル

番
組

大
画

面
テ

レ
ビ

向
け

ハ
イ
ビ

ジ
ョン

番
組

圧縮

大画面テレビ向け
ハイビジョン番組

携帯端末向け
モバイル番組

圧縮

MPEG2により
情報量を圧縮

（大容量・高画質） （高圧縮・高効率）

一つのチャンネルに多重

モバイルハイビジョン
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（参考７）携帯端末向けデジタル放送②（海外動向）（参考７）携帯端末向けデジタル放送②（海外動向）

方式 ISDB-T 

ワンセグ
(Integrated Services 

Digital Broadcasting -
Terrestrial)

ISDB-TSB

デジタルラジオ
(ISDB-T for sound 

broadcasting)

2.6GHz帯
衛星放送

Ｔ－DMB
(Terrestrial - Digital 

Multimedia 
Broadcasting)

DVB-H
（Digital Video 

Broadcasting for 
Handheld）

FLO *
（Forward Link Only）

日本の地上デジ
タルテレビ放送
方式。携帯端末
向けには帯域の
一部を利用。

米クアルコムが
開発した方式。
携帯電話に最
適化した多チャ
ンネル放送。

5～8MHz 

概 要

0.43MHz

日本の地上デ
ジタル音声放
送方式。

0.43(or 1.3)MHz

日本と韓国で
商用化した衛
星システム。
「モバHO!」で
採用。

欧州のデジタル
音声方式DABを
元に韓国でマル
チメディア伝送用
に改良した方式。

欧州の地上デ
ジタルテレビ放
送方式DVB-T
を携帯端末向
けに改良した
方式。

周波数帯幅 25MHz 1.5MHz 5～8MHz 

*  FLOについては勧告化に必要なデータが揃っておらず、現時点では情報扱いとされている。

近年、携帯電話、車載受信機など移動・携帯端末向けデジタル放送サービスのニーズが高まっており、複数の放送方
式が並立している。

ITU-R（International Telecommunication Union - Radiocommunication sector）においても、携帯受信向けマルチメ
ディア・データ放送（Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception）の方式に関する勧告化作
業が進められており、以下の6方式が提案されている。

近年、携帯電話、車載受信機など移動・携帯端末向けデジタル放送サービスのニーズが高まっており、複数の放送方
式が並立している。

ITU-R（International Telecommunication Union - Radiocommunication sector）においても、携帯受信向けマルチメ
ディア・データ放送（Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception）の方式に関する勧告化作
業が進められており、以下の6方式が提案されている。

主な携帯端末向けデジタル放送方式
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１－３１－３ 伝送路の多様化によるコンテンツ・マルチユースの成功例（英国ラジオ放送）伝送路の多様化によるコンテンツ・マルチユースの成功例（英国ラジオ放送）

○デジタル革命とインターネットを利用した新しい情報へのアクセス手段が、伝統的メディアである「ラジオ」人気を高める。

○06年第４四半期の聴取者数は4,500万人（ 15歳以上の英人口の９割）と、Rajar設立(1992)以来最高に。ラジオは「新黄金期」を迎えたと評価(The 

Independent)。

○このラジオ聴取の興隆は、インターネットや携帯電話、デジタルＴＶを利用した聴取の増加によるものと分析されており、いわゆる“Digitally Enabled 

Universe”（デジタルラジオ受信機、デジタルTV、インターネット経由によるラジオ聴取者）は、１５歳以上の英人口の５５％に達する。

○デジタル革命とインターネットを利用した新しい情報へのアクセス手段が、伝統的メディアである「ラジオ」人気を高める。○デジタル革命とインターネットを利用した新しい情報へのアクセス手段が、伝統的メディアである「ラジオ」人気を高める。

○○0606年第４四半期の聴取者数は年第４四半期の聴取者数は4,5004,500万人（万人（ 1515歳以上の歳以上の英人口の９割）と、英人口の９割）と、RajarRajar設立設立(1992)(1992)以来最高に。ラジオは「新黄金期」を迎えたと評価以来最高に。ラジオは「新黄金期」を迎えたと評価(The (The 

Independent)Independent)。。

○このラジオ聴取の興隆は、インターネットや携帯電話、デジタルＴＶを利用した聴取の増加によるものと分析されており、いわゆる“○このラジオ聴取の興隆は、インターネットや携帯電話、デジタルＴＶを利用した聴取の増加によるものと分析されており、いわゆる“DigitalDigitalllyy Enabled Enabled 

UniverseUniverse””（デジタルラジオ受信機、デジタル（デジタルラジオ受信機、デジタルTVTV、インターネット経由によるラジオ聴取者）は、、インターネット経由によるラジオ聴取者）は、１５歳以上の英１５歳以上の英人口の５５％に達する。人口の５５％に達する。

※Rajar：英国のラジオ聴取リサーチ機関 （出典）Rajarホームページより事務局作成資料

（参考）ＢＢＣの取組
○ ＢＢＣでは、国内向け全国放送の全ラジオチャンネルについて「インターネット放送」を実施（海外からの視聴も可能）。
○ 本年３月２９日、国内の３Ｇ携帯（オレンジ、ボーダフォン、３）各社に対して、８つのラジオチャンネルを提供する方針を発表。

“Digitally Enabled Universe”の推移
“Digitally Enabled Universe”の推移

2

5.1
6.3

7.8

11.7

21.1

2.8

12.2

4

14.8

19.2
15

7.6 10.4

4.1

0

5

10

15

20

25

2002 Q4  2003 Q4  2004 Q4  2005 Q4  2006 Q4  

携帯電話 インターネット経由 インターネット経由（週1以上聴取）

単位（％）

インターネット経由・携帯電話経由によるラジオ聴取者割合（＊）推移
インターネット経由・携帯電話経由によるラジオ聴取者割合（＊）推移

＊ １５歳以上の英国内対象地域居住者に対する各聴取者数の割合

27.2

23.8

24.6

25.5

26.7
27.1

5554.3 54

51.5

49.8

48.1

23

24

25

26

27

28

2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

ラジオ聴取者数（百万人） 15歳以上の人口に対する割合（％）

単位（百万人） 単位（%）
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○次世代ネットワーク、放送のデジタル化により、ＩＰを軸にしたネットワークの「融合」がさらに進展。○次世代ネットワーク、放送のデジタル化により、ＩＰを軸にしたネットワークの「融合」がさらに進展。

移動網

衛星網

固定網
ＣＡＴＶ

衛星放送

コンテンツへのマルチアクセス／マルチユースコンテンツへのマルチアクセス／マルチユース
情報通信端末のシームレスな利用の進展情報通信端末のシームレスな利用の進展

「伝送路の融合」「伝送路の融合」

「端末の融合」「端末の融合」

デジタル放送ＩＰ
パケット送信実験

有線系

ＩＰ網ＩＰ網

無線系

Wi-Max

トリプル
プレイ

地上デジタル
放送

多ch-HD
(H.264)

通信ネットワーク

放送ネットワーク

NGN
IPv6

携帯端末
向け放送

FMC
自営網

ソフト・ハード一致

コンテンツ
プロバイダ

コンテンツ伝送路の多様化コンテンツ伝送路の多様化
（シームレス提供）（シームレス提供）

衛星インターネット

１－４１－４ まとめ（伝送路で進行するイノベーション）まとめ（伝送路で進行するイノベーション）

http://rd.yahoo.co.jp/shopping/whatshot/electronics/00017/*http://shopping.yahoo.co.jp/search?va=KDL-32V2000&pf=12000&cspid=2077764183&X=2
http://rd.yahoo.co.jp/shopping/whatshot/electronics/00017/*http://shopping.yahoo.co.jp/search?va=KDL-32V2000&pf=12000&cspid=2077764183&X=2
http://www.cato.co.jp/productShow1.asp?id=2903
http://www.cato.co.jp/productShow1.asp?id=2903
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２２ 伝送設備規律伝送設備規律
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２－１２－１ 現行法体系における主な伝送サービス・伝送設備規律現行法体系における主な伝送サービス・伝送設備規律

ＩＣＴ利用環境整備法制

電気通信事業法

電
気
通
信
役
務
利
用

放
送
法

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
事
業
者
規
律

有
テ
レ
施
設
者

規
律 受

託
放
送

事
業
者
規
律

委
託
放
送

事
業
者
規
律

地
上
放
送
事
業
者
等
規
律PF

規
律

電波法

有線電気通信法

電波法

伝
送
サ
ー
ビ
ス

規
律
※

設
備
規
律

衛星役務利用放送

有線役務利用放送

放送法有テレ法

※伝送サービスにかかる設備規律を含む（以下同）。
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２－２２－２ 有線電気通信法有線電気通信法

有線電気通信法は、有線電気通信に関する基本法であり、設置者、目的、用途を問わず、我が国のすべての有線電
気通信設備に適用される。

（注） ただし、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う
電気通信事業法等の特例に関する法律」第２条に定めるところにより、我が国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、本法の適用除外になっている。

有線電気通信設備を用いて行われる業務（例えば、電気通信業務、有線放送電話業務等）の規律は、他の法律
（電気通信事業法等）によることとなっている。

基本的な立場は次のとおり。
① 有線電気通信設備の設置及び使用に関する国民の自由を最大限に確保すること
② 電気通信事業に該当しない有線電気通信設備の他人使用等における複数当事者間の関係を規律すること
③ 有線電気通信設備相互の妨害と人体、物件に対する危害、損傷を未然に防止するため、必要な規律を行うこと
④ 憲法で認められている通信の秘密を保証すること

（１） 有線電気通信設備の届出（第３条）
有線電気通信設備の設置、共同設置等の届出

（２） 技術基準（第５条）⇒ 政令委任（有線電気通信設備令）
他人の設置する有線電気通信設備への妨害防止、人体への危害、物件への損傷防止が目的

使用可能な電線の種類、線路の電圧及び通信回線の電力、架空電線の高さ、有線電気通信設備の保安等を規律

（３） その他
① 本邦外にわたる有線電気通信設備（第４条）
② 設備の検査等（第６条）
③ 設備の改善等の措置（第７条）
④ 非常事態における通信の確保（第８条）
⑤ 有線電気通信の秘密の保護（第９条）

有線電気通信法は、有線電気通信に関する基本法であり、設置者、目的、用途を問わず、我が国のすべての有線電
気通信設備に適用される。

（注） ただし、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う
電気通信事業法等の特例に関する法律」第２条に定めるところにより、我が国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、本法の適用除外になっている。

有線電気通信設備を用いて行われる業務（例えば、電気通信業務、有線放送電話業務等）の規律は、他の法律
（電気通信事業法等）によることとなっている。

基本的な立場は次のとおり。
① 有線電気通信設備の設置及び使用に関する国民の自由を最大限に確保すること
② 電気通信事業に該当しない有線電気通信設備の他人使用等における複数当事者間の関係を規律すること
③ 有線電気通信設備相互の妨害と人体、物件に対する危害、損傷を未然に防止するため、必要な規律を行うこと
④ 憲法で認められている通信の秘密を保証すること

（１） 有線電気通信設備の届出（第３条）
有線電気通信設備の設置、共同設置等の届出

（２） 技術基準（第５条）⇒ 政令委任（有線電気通信設備令）
他人の設置する有線電気通信設備への妨害防止、人体への危害、物件への損傷防止が目的

使用可能な電線の種類、線路の電圧及び通信回線の電力、架空電線の高さ、有線電気通信設備の保安等を規律

（３） その他
① 本邦外にわたる有線電気通信設備（第４条）
② 設備の検査等（第６条）
③ 設備の改善等の措置（第７条）
④ 非常事態における通信の確保（第８条）
⑤ 有線電気通信の秘密の保護（第９条）

１ 概 要１ 概 要

２ 構 成２ 構 成
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周波数の国際分配の決定

無線局免許等
（周波数の割当）

周波数の国内分配の決定
（周波数割当計画の策定）

無線設備の技術基準の策定

審査基準等の策定

無線局免許等申請の審査

周波数割当計画

・国内における周波数分配は、ＩＴＵによる国際的な周波数分配のうち、第三地域（アジア、オセアニア）に分配された各
無線業務に基づき、周波数割当計画（総務省告示）に規定される。

・「周波数割当計画」とは、「割り当てることが可能である周波数の表」であり、以下の事項等が記載され、無線局免許
における周波数割当可能性に関する審査基準として用いられる。

① 国際電気通信連合の無線通信規則に規定される国際分配

② 固定業務、移動業務など、無線通信の態様別の周波数割当て

③ 公共業務用、一般業務用など、無線局の目的別の周波数割当て

④ 周波数の使用に関する条件
（電波法第26条。以下、括弧内の条項はすべて電波法の条項を示す。）

無線局の運用開始

無線局の運用・監督等

無線局の承継・廃止

周波数割当表 （周波数割当計画から抜粋）
国  際  分  配  （MHz） 

第一地域 第二地域 第三地域 
国 内 分 配 （MHz） 無 線 局 の 目 的  周波数の 使用に関する 条件  

      

      

4800-4990  固定 

 移動 5.442 

 固定 電気通信業務用 固定業務でのこの周波数帯の使用は、平成

24年 11 月 30 日までに限る。 

  電波天文 

 

4800-4900 

 J32 

 移動 電気通信業務用 移動業務でのこの周波数帯の使用は、平成

22年 1月 1日からとする。 

    電波天文   

  4900-5000 

  5.149 5.339 5.443 

固定 

  

電気通信業務用 

  4990-5000  固定 

 移動（航空移動を除く。）   

 電波天文  

 宇宙研究（受動） 

 J32 J79 

   

  

固定業務でのこの周波数帯の使用は、平成

19 年 11 月 30 日までに限る。ただし、平成

16年総務省告示第六百二十二号により特定

公示局を開設することができる地域内にお

ける固定業務でのこの周波数帯の使用は、

平成 17 年 11月 30 日までに限る。 

   移動  電気通信業務用（５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用）

    公共業務用（５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用） 

５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用への割

当ては、別表６－３－８による。 

    放送事業用（５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用）  

    小電力業務用（５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用）  

    一般業務用（５ＧＨｚ帯無線アクセスシステム用）  

  5.149  電波天文   

5000-5010      航空無線航行 5000-5010  航空無線航行 公共業務用  

           無線航行衛星（地球から宇宙）  J89     

                    無線航行衛星 公共業務用  

           5.367  （地球から宇宙） 一般業務用  

5010-5030      航空無線航行 5010-5030 航空無線航行 公共業務用  

           無線航行衛星（宇宙から地球） 

（宇宙から宇宙） 

 J89     

             5.328B 5.443B  無線航行衛星 公共業務用  

   （宇宙から宇宙） 一般業務用  

   （宇宙から地球）   

           5.367  J75D J123B   

5030-5150       航空無線航行 5030-5091 航空無線航行 公共業務用（ＭＬＳ用） ＭＬＳ用への割当ては、別表２－３によ

る。 

  J89

J123C 

   

 5091-5150  航空無線航行 公共業務用  

  J89 J123E    

    固定衛星 

（地球から宇宙） 

電気通信業務用  

     J123F 公共業務用  

            5.367 5.444 5.444A     

２－３２－３ 電波法の枠組み（周波数の分配）電波法の枠組み（周波数の分配）
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無線設備の技術基準

・無線局の通信目的の達成能力、他の無線局への妨害排除等の電波の規律上の要件に基づいて定める無線設備が
満たすべき技術的条件。（第28条～第38条）

周波数の国際分配の決定

無線局免許等
（周波数の割当）

周波数の国内分配の決定
（周波数割当計画の策定）

無線設備の技術基準の策定

審査基準等の策定

無線局免許等申請の審査

無線局の運用開始

無線局の運用・監督等

無線局の承継・廃止

無線局開設の手続等

①免許

個々の無線局としての
監理が必要な無線局が
対象。

・欠格事由の有無、
・技術基準適合性、
・周波数の割当可能性、
・無線局の開設の根本
的基準への合致性

を審査。

・TV/ラジオ放送局

・携帯電話基地局
・人工衛星局
・航空機局
・船舶局
・実験局

②包括免許 ③登録 ④免許・登録の不要なもの

基地局等に電波の発射
が制御される無線局で、
同一規格の無線局を複
数開設する場合が対象。

高出力で電波が届く範
囲は広いが、混信防止
の機能を有し、他の無
線局と電波を共用する
無線局が対象。

空中線電力が
0.01W以下で、

電波が届く範囲
が限られる無
線局が対象。

発射する電波
が著しく微弱
な無線局が対
象。

・欠格事由の有無、
・周波数の割当可能性、
・無線局の開設の根本
的基準への合致性

を審査。

欠格事由の有無を審査。 技術基準適合
証明のみで無線
局を開設するこ
とが可能。

自由に無線局
を開設するこ
とが可能。

・携帯電話端末
・共同利用型業務用無線
・ＶＳＡＴ地球局

・5GHz帯無線アクセスシス

テムの基地局等
・10mW以下のPHS基地局

・高出力電子タグの読み取
り機

・ｺｰﾄﾞﾚｽ電話
・無線LAN
・ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(小電

力)
・自動車ﾚｰﾀﾞｰ
・低出力電子ﾀｸﾞ

の読み取り機

・ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰ
・ｺｰﾄﾞﾚｽﾏｳｽ
・FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ

対
象
無
線
局

開
設
手
続

主
な
無
線
局
の
例

技術基準適合証明 （登録証明機関による個別機器や工事設計の審査等により、
無線設備の技術基準への適合性を証明。）

（第38条の2～第38条の38）

（審査の一部省略）
（必須） （必須） （必須）

２－３２－３ 電波法の枠組み（無線局の開設等）電波法の枠組み（無線局の開設等）
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無線局の監督

・総務大臣は、電波の規整その他公益上の必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限
り、周波数・空中線電力の指定等を変更することができる。（第71条）

・総務大臣は、無線局の発射する電波の質が基準に適合していないときは、電波の発射の停止を命ずることができる。
（第72条）

・総務大臣は、免許人等が電波法令等に違反したときは、無線局の運用の停止等を命ずることができる。この命令に
従わない場合は、免許等を取り消すことができる。（第76条）

無線従事者

・無線局の無線設備の操作（簡易な操作を除く。）は、免許人等が選任する無線従事者又は主任無線従事者の監督を
受けている者が行う。（第39条第1項）

・免許人等は、主任無線従事者又は無線従事者の選任・解任の届出が必要。（第39条第4項、第51条）

無線局の運用

・無線局は、免許状に記載された電波の型式・周波数、識別信号等により、免許状に記載された目的・通信の相手方・
通信事項の範囲内で運用しなければならない。（第52条～第55条）

・無線局は、他の無線局又は電波天文業務等の受信設備に混信等の妨害を与えないように運用しなければならない。
（第56条）

※その他、無線局の呼出し又は応答の方法等の通信方法、無線設備の機能維持等が法令で定められている。（第57
条～第70条の6）

周波数の国際分配の決定

無線局免許等
（周波数の割当）

周波数の国内分配の決定
（周波数割当計画の策定）

無線設備の技術基準の策定

審査基準等の策定

無線局免許等申請の審査

無線局の運用開始

無線局の運用・監督等

無線局の承継・廃止

無線局の廃止

・免許人等は無線局の廃止の際には届出と免許状等の返納が必要。（第22条、第24条、第27条の26、第27条の28）

・免許人等であった者は、無線局の免許等がその効力を失ったときは、空中線の撤去が必要。（第78条）

免許人等の地位の承継

免許人等の相続、法人の合併・分割、事業の全部譲渡等があったときは、許可又は届出により、免許人等の地位を
承継することが可能。（第20条、第27条の24）

２－３２－３ 電波法の枠組み（無線局の運用・監督等）電波法の枠組み（無線局の運用・監督等）
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（参考１）（参考１） 我が国における周波数割当のプロセス我が国における周波数割当のプロセス

○電波を管理する国際的な枠組み（国際電気通信連合（ITU）憲章・条約）に基づき電波の特性に応じ、

周波数帯ごとの用途を定めた分配表や使用条件を規定。

○ 日本は、ＩＴＵにおいてアジア・オセアニア（第三地域）に分配された用途に基づき、「周波数割当計画」

（総務省告示：電波法第２６条）を制定し、国内の周波数帯ごとの用途別分配や使用に関する条件など

を定めている。

周
波
数
の
国
際
分
配
の
決
定

周
波
数
の
国
内
分
配
の
決
定

（周
波
数
割
当
計
画
の
策
定
）

新
シ
ス
テ
ム
の
技
術
基
準
の
策
定

ＩＴＵＩＴＵ 総 務 省

免
許
方
針
・審
査
基
準
の
策
定

無
線
局
免
許
申
請
の
受
理
・審
査

無
線
局
免
許
（周
波
数
の
割
当
）

電波法２６条（周波数割当計画）
１ 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能な周波数の表（以下「周波数割当計画と
いう。）を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、これを公示しなければならない。（以下略）

無
線
局
の
運
用
開
始

無
線
局
の
運
用
開
始

※免許不要の無線局等を除き、
原則として、同様の手続き
のもとで行われる。

ITUへの我が国からの提案や、国内での基準や方針を定

める際、審議会への諮問及びパブリックコメントを実施し、
透明性を確保
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○電波を管理する国際的な枠組みは、国際電気通信連合（ITU）憲章等において定められている。

○ＩＴＵ憲章では、構成国に対し、使用する周波数等について必要な業務の運用確保のための最小限度にと
どめるよう努めること、正当に許可を得て業務を行う事業体の無線通信等に有害な混信を生じさせないよ
うに設置・運用するよう遵守させることを義務づけており、我が国の無線局免許制度もこれに則っている。

【ＩＴＵ憲章（抜粋）】

第７章 無線通信に関する特別規定

第４４条 無線周波数スペクトルの使用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用
１ 構成国は、使用する周波数の数及びスペクトルの幅を、必要な業務の運用を十分に確保するために欠くことが

できない最小限度にとどめるよう努める。このため、構成国は、改良された最新の技術をできる限り速やかに
適用するよう努める。

２ （略）

第４５条 有害な混信
１ すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体その他正当に許可を得て、かつ、

無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の無線通信又は無線業務に有害な混信を生じさせないように
設置し及び運用をしなければならない。

２ 各構成国は、認められた事業体その他正当に許可を得て無線通信業務を行う事業体に前項の規定を遵守させる
ことを約束する。

３ 構成国は、また、すべての種類の電気機器及び電気設備の運用が１項の無線通信又は無線業務に有害な混信を
生じさせることを防ぐため、実行可能な措置をとることの必要性を認める。

（参考２）国際的な電波管理の基本原則（参考２）国際的な電波管理の基本原則
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２－４２－４ 当面の課題：地上放送のデジタル化による空き周波数帯の利用（全体イメージ）当面の課題：地上放送のデジタル化による空き周波数帯の利用（全体イメージ）

◆◆ 地上テレビジョン放送のデジタル化によって空き周波数となるＶＨＦ／ＵＨＦ帯（合計
１３０ＭＨｚ幅）の有効利用方策について、２００６年３月から情報通信審議会における
審議を開始

【検討スケジュール】

2006年3月27日 情報通信審議会に「電波の有効利用のための技術的条件」を諮問

空き周波数帯への導入を想定・計画しているシステムについて提案募集開始

2006年4月27日 提案募集締切 →100者から149件（周波数帯を区別した場合は181システム）の提案有り

（提案募集の結果を踏まえ検討）

2007年6月頃 情報通信審議会から「VHF/UHF帯の電波有効利用のための技術的条件」について一部答申希望

【【検討スケジュール検討スケジュール】】

20062006年年33月月2727日日 情報通信審議会に「電波の有効利用のための技術的条件」を諮問情報通信審議会に「電波の有効利用のための技術的条件」を諮問

空き周波数帯への導入を想定・計画しているシステムについて提案募集開始空き周波数帯への導入を想定・計画しているシステムについて提案募集開始

20062006年年44月月2727日日 提案募集締切提案募集締切 →→100100者から者から149149件（周波数帯を区別した場合は件（周波数帯を区別した場合は181181システム）の提案有りシステム）の提案有り

（提案募集の結果を踏まえ検討）（提案募集の結果を踏まえ検討）

20072007年年66月頃月頃 情報通信審議会から「情報通信審議会から「VHF/UHFVHF/UHF帯の電波有効利用のための技術的条件」について一部答申希望帯の電波有効利用のための技術的条件」について一部答申希望
～

【デジタル化後（周波数割当計画ベース）】

空き周波数帯（130MHz幅）全体の有効利用方策について検討が必要

移動通信又はラジオ等
テレビジョン以外の放送

ラジオ等テレビジョン
以外の放送

移動通信
（55～62ch）

デジタルテレビ放送
（13～52ch）

18MHz幅 12MHz幅

90～108 MHz帯
（1～3ch）

170～222 MHz帯
（4～12ch）

470～770 MHz帯
（13～62ch）

アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送
デジタルテレビ放送

【現在の周波数利用状況】

52MHz幅 48MHz幅

移動通信又はラジオ等
テレビジョン以外の放送

（53, 54ch ）
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２－５２－５ 当面の課題：地上放送のデジタル化による空き周波数帯の利用当面の課題：地上放送のデジタル化による空き周波数帯の利用（（放送関連・提案状況放送関連・提案状況））

【中間報告書】

類型化システム数： ３３

【中間報告書】

類型化システム数： ３３

【提案募集の結果】

提案システム件数： １４９

（周波数帯別ののべ件数:１８１）

【提案募集の結果】

提案システム件数： １４９

（周波数帯別ののべ件数:１８１）

・国際分配のないもの、他に実現の方

法があるもの等を検討対象から排除

・類型化のための共通項目を設定し、

同種又は近似のシステムを集約

第２回委員会時点 (2006年6月)

第３回委員会時点 (2006年10月)

放送に関する提案(類型化システム）

名 称

デジタル放送 デジタルラジオ放送 デジタルラジオ（地上デジタル音声放送）

１
ISDB-TSB移動体/携帯端末向けマルチメディア
サービス

２
ワンセグギャップフィラーおよび小規模エリア専用
チャンネル

３ メディアフロー(MediaFLO)

４ DVB-H準拠方式マルチメディアラジオ放送

５ 移動体向け大容量マルチメディアサービス

アナログ放送 ＦＭ放送 超短波放送（アナログ）周波数帯域の拡大

マルチメディア
放送

第６回委員会時点 (2007年3月)

【放送】 デジタルラジオ放送やマルチメディア放送等の方式を特定せず、放送
全体として必要な周波数幅等を検討中。
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３３ 通信・放送融合と技術標準通信・放送融合と技術標準
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ＩＣＴ利用環境整備法制

電気通信事業法（第４１条、第５２条）

PF
規
律

伝
送
サ
ー
ビ
ス

規
律

設
備
規
律

衛星役務利用放送

有線役務利用放送

放送法有テレ法

役務事業者 有テレ
事業者

委託放送
事業者

地上放送
事業者等

役務法

有線電気通信設備令・設備令施行規則 →
事業用設備・端末設備、有テレ設備（役務含む）に適用 有電法（第５条）

施行規則、無線設備規則
→事業用の無線局に適用

事業用電気通信設備規則、端末設備等規則

電波法（第３章）
電波法施行規則、無線設備規則
放送に関する送信の標準方式

放送用無線局の技術基準は
電波法に基づき規定

施行規則

施行規則※

※役務法の技術基準は、ソフト事業者がハード事業者との契約等により担保。

３－１３－１ 情報通信分野の技術標準制度（全体像）情報通信分野の技術標準制度（全体像）

（主目的）送信の標準化、受信品質確保

（主目的）伝送サービスの安定的・確実な提供の確保

（主目的）電波の有効利用、無線局の目的達成

（主目的）他の設備の妨害
防止、人体安全

電波法（第３章）

第８条第１１条

関係省令

有テレ
施設者

受託放送
事業者
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３－２３－２ 情報通信分野の技術標準制度（構造）情報通信分野の技術標準制度（構造）

○ 我が国の伝送インフラ関係の標準化については、電波法、電気通信事業法、有線テレビジョン放送法等において、それぞれの目的に対応した技

術基準について規定（基本的根拠規定）。細目については国で規定（省令）しており、強制規格と位置づけ。

○ なお、任意規格（民間標準）については、国で定める強制規格との対応等を踏まえ、電波法関係は（社）電波産業会、電気通信事業関係は

（社）情報通信技術委員会、有線テレビジョン関係は（社）日本ＣＡＴＶ技術協会において、関係企業等の参画を得つつ策定。

強制規格（技術基準） 任意規格（民間標準）分
野 目的

○電波法

【主な目的】

・電波の有効利用

・無線局の通信目的の達成

・他局への妨害排除

【規定内容】

・無線局共通の事項（（送信設備・

受信設備の一般的条件、付帯

設備の条件、機器検定など）

・無線局の業務による特別条件

（船舶局、航空機局、人工衛星局）

○電気通信事業法

【主な目的】

・設備の損壊防止

・役務の品質確保

・安全な接続の確保

・責任分界の明確化

【規定内容】

・電気通信事業用設備基準

・端末設備基準

ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ

○有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送法

【主な目的】

・送信の標準化、品質維持等

（ヘッドエンド、受信者端子）

※具体的規定は省令委任

○有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送法施行規則

（適正品質の確保、受信障害の防止、漏えいの防止について規定）

・送信の方式

・ヘッドエンドの特性 等

（社）日本
CATV技術協
会（JCTEA）

○ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞの民間標準を策定

「標準(Standard:確定した仕様として発行)」「技術レポート(Technical 
Report:技術参考資料として発行)」に分類

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送のBS/広帯域CS及び地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ対応受信装置

・集合住宅棟内伝送ｼｽﾃﾑの性能

・FTTH型ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼｽﾃﾑの光ｼｽﾃﾑ性能測定法 等

役
務
利
用

放
送

○電気通信役務利用放送

【主な目的】（有テレ法と同様）

・送信の標準化、品質維持等

※具体的規定は省令委任

○有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送法施行規則

・衛星役務利用放送（衛星放送に係る技術基準と同様）

ー送信の方式、衛星役務利用設備の許容偏差 等

・有線役務利用放送（有線テレビジョン放送に係る技術基準と同様）

ー送信の方式、ヘッドエンドの特性 等

（衛星役務利用放送はＡＲＩＢ標準、有線役務利用放送はケーブルテレビ

標準による。）

関係規則 関係機関 内 容

○電波法施行規則

（無線設備の安全性の確保等の総則的内容、電波法を受けて船舶局、航空機
局、地球局、人工衛星局等の特則等について規定）

・空中線等の保安施設 ・送信空中線の指向方向 等

○無線設備規則

（無線設備の性能的な技術条件の詳細について規定）

・混信防止機能 ・受信設備の条件 等

○放送に関する送信の標準方式

（放送の送信方法の諸特性について規定）

・搬送波の変調 ・周波数帯幅 等

電

波

（社）電波産業
会（ARIB）

○携帯電話、テレビ放送等の民間標準を策定

「標準規格(ARIB STD)」「運用規定(ARIB TR)」に分類

・IMT-2000DS-CDMA・MC-CDMA標準規格

・有料道路自動料金収受ｼｽﾃﾑ標準規格

・ﾜｲﾔﾚｽｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ標準規格(RFID)

・ﾊﾟｰｿﾅﾙ無線の無線設備標準規格

・ｺｰﾄﾞﾚｽ電話ｼｽﾃﾑ標準規格

・放送用受信装置の基本的な機能定格及び性能

・緊急警報受信機に関する技術基準 等

電
気
通
信
事
業

（社）情報通信
技術委員会
（TTC）

○ＩＰ電話、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ通信等の民間標準を策定
「標準(Standard:確定した仕様として発行)」「仕様書(Technical 

Specification:暫定的な仕様として発行)」「技術レポート(Technical Report:技
術参考資料として発行)」「調査報告書(Survey Report:委員会での調査活動
の報告を公開)」に分類

・光伝送網のｲﾝﾀﾌｪｰｽ

・移動通信のﾊﾝﾄﾞｵｰﾊﾞ手順

・ADSL送受信機簡略標準

・NGNの一般的な概要

・ﾃﾚﾋﾞ会議ｻｰﾋﾞｽ概要 等

○事業用電気通信設備規則

（設備の損壊・故障対策、適性品質の確保、通信の秘密の確保、他の網・端末
への損傷防止、他の電気通信設備との責任の分界について規定）

・ 漏えい対策 ・ 接続品質 等

○端末設備等規則

（電気通信回線設備への損傷・機能障害防止、利用他者への迷惑防止、回線
設備との分界の明確化について規定）

・ 漏話減衰量 ・ 発信の機能 等

◆有線電気通信法・・・人体の安全確保等の観点から規定。電気通信事業、有線テレビジョン放送、電気通信役務利用放送について適用（ｐ２９参照）。
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（参考）技術基準関係・主な規定（法律レベル）
■電波法■
第三章 無線設備
（電波の質）
第二十八条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令

で定めるところに適合するものでなければならない。
（受信設備の条件）
第二十九条 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて

他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
（安全施設）
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で

定める施設をしなければならない。
（周波数測定装置の備えつけ）
第三十一条 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下であ

る周波数測定装置を備えつけなければならない。
（計器及び予備品の備えつけ）
第三十二条 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定

めるものを備えつけなければならない。
（義務船舶局の無線設備の機器）
第三十三条 義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信

設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するため
の機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。

（義務船舶局等の無線設備の条件）
第三十四条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局（以下「義

務船舶局等」という。）の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。
ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

一 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場
所であること。

二 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能
な範囲で高い位置にあること。

三 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であ
ること。

第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のう
ち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りで
ない。

一 予備設備を備えること。
二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備

えること。
三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
（義務航空機局の条件）
第三十六条 義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならな

い。
（人工衛星局の条件）
第三十六条の二 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるも

のでなければならない。
２ 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならな

い。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
（無線設備の機器の検定）
第三十七条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでな

ければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その
他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。

一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
二 船舶安全法第二条（同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。）の規定

に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器（前号に掲げるものを除く。）
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
（その他の技術基準）
第三十八条 無線設備（放送の受信のみを目的とするものを除く。）は、この章に定めるものの外、総務省

令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

■電気通信事業法■
（電気通信設備の維持）
第四十一条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通

信設備（その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で
定めるものを除く。）を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

２ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事
業の用に供する電気通信設備（前項に規定する電気通信設備を除く。）を総務省令で定める技
術基準に適合するように維持しなければならない。

３ 前二項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三 通信の秘密が侵されないようにすること。
四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えない

ようにすること。
五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること
（端末設備の接続の技術基準）
第五十二条 電気通信事業者は、利用者から端末設備（電気通信回線設備の一端に接続される電気通信

設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区
域内を含む。）又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。）をその電気通信回線設備（その
損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを
除く。第六十九条及び第七十条において同じ。）に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接
続が総務省令で定める技術基準（当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通
信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受
けて定める技術的条件を含む。次項及び第六十九条において同じ。）に適合しない場合その他
総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。

２ 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確

であるようにすること。
■有線テレビジョン放送法■
（施設の維持）

第八条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四
条第一項第二号の総務省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない

※送信設備の標準化・品質確保等の観点から、ヘッドエンド、受信者端子等における搬送波の条件を
中心に規定。

■電気通信役務利用放送法■
（設備の維持）
第十一条 電気通信役務利用放送事業者は、第三条第一項の登録に係る電気通信役務利用放送設備を

第五条第一項第五号の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
※有線テレビジョン放送法と同様の観点から規定。
※衛星役務利用放送はＣＳ放送、有線役務利用放送は有線テレビジョン放送の技術基準に準拠。
※電気通信役務放送事業者が、電気通信事業者との契約等により担保（権限に基づく利用）。

■有線電気通信法■
（技術基準）
第五条 有線電気通信設備（政令で定めるものを除く。）は、政令で定める技術基準に適合するものでなけ

ればならない。
２ 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
二 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
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（参考）技術基準関係・主な規定（省令レベル①）

■無線設備規則■
第一章 総則

○ 電波の質、保護装置、特殊な装置、混信防止機能
第二章 送信設備

○ 送信装置 、送信空中線
第三章 受信設備
第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件 （※５８種類の無線設備を詳細に規定）

（例）○ 標準テレビジョン放送（デジタル放送を除く。）を行う放送局の無線設備
許容偏差等、音声送信設備の実効輻射電力、音声送信設備の等価等方輻射電力、電波の偏波面、映像送信装置の特性、ゴースト除去基準信号

発生装置の特性、識別制御信号発生装置の特性、音声送信装置の特性、補完放送の無線設備
（※標準テレビジョン放送（デジタル放送）については、電波の偏波面、許容偏差等を規定）

（例）○ 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
通信方式、変調方式、隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性、データ伝送速度、送信周波数、搬送波を送信していないときの漏えい電力、

空中線電力、空中線の絶対利得、等価等方輻射電力 等
第五章 高周波利用設備

○ 通信設備、通信設備以外の設備

■電波法施行規則■
第二章 無線局

○ 通則
特定無線局の無線設備の規格、登録局の無線設備の規格

○ 安全施設
無線設備の安全性の確保、電波の強度に対する安全施設、高圧電気に対する安全施設、空中線等の保安施設、航空機用気象レーダーの安全施設

○ 船舶局、航空機局等の特則
義務船舶局の無線設備の機器、義務船舶局等の無線設備の条件等、計器、予備品、航空機局等の条件、義務航空機局の有効通達距離

○ 地球局、人工衛星局等の特則
地球局の送信空中線の最小仰角、地球局の等価等方輻射電力等、人工衛星局の送信空中線の指向方向、人工衛星局の位置の維持、人工衛星局の設置

場所変更機能の特例、人工衛星局等の電力束密度、固定局等の最大等価等方輻射電力等、携帯移動地球局の水平線方向の電力等
第三章 高周波利用設備

○ 安全施設
通信設備の安全施設、医療用設備の安全施設、工業用加熱設備の安全施設、各種設備の安全施設

（項目のみ）

（※放送に関する送信の標準方式については、放送の種類に応じて個別に規律）

（例）【標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式】
第三章 放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送

周波数帯幅等、搬送波の変調等、伝送主シンボル、映像信号等
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（参考）技術基準関係・主な規定（省令レベル②）

■事業用電気通信設備規則■
第二章 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備
○ 電気通信回線設備の損壊又は故障の対策
・ アナログ電話用設備等

予備機器等、故障検出、事業用電気通信回線設備の防護措置、試験機器及び応急復旧機材の配備、異常ふくそう対策、耐震
対策、電源設備、停電対策、誘導対策、防火対策等、屋外設備、事業用電気通信回線設備を設置する建築物等、有線テレビ
ジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信回線設備

・ その他の電気通信回線設備
故障等の対策、耐震対策等

○ 秘密の保持
通信内容の秘匿措置、蓄積情報保護

○ 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止
損傷防止、機能障害の防止、漏えい対策、保安装置、異常ふくそう対策

○ 他の電気通信設備との責任の分界
分界点、機能確認

○ 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備
・ アナログ電話用設備

電源供給、信号極性、監視信号受信条件、選択信号受信条件、監視信号送出条件、その他の信号送出条件、可聴音送出条件、
通話品質、接続品質、緊急通報を扱う事業用電気通信回線設備

・ アナログ電話相当の機能を有する固定電話用設備
基本機能、通話品質、接続品質、総合品質、安定品質、緊急通報を扱う事業用電気通信回線設備

・ その他の音声伝送用設備
基本機能、通話品質、接続品質、総合品質、緊急通報を扱う事業用電気通信回線設備

第三章 電気通信事業の用に供する端末設備
第四章 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備
○ 電気通信設備の損壊又は故障の対策

予備機器、故障検出、事業用電気通信設備の防護措置、試験機器及び応急復旧機材の配備、異常ふくそう対策、耐震対策、電源
設備、停電対策、誘導対策、防火対策等、屋外設備、事業用電気通信設備を設置する建築物等

○ 秘密の保持
○ 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止
○ 他の電気通信設備との責任の分界
○ アナログ電話用設備

接続品質

（項目のみ）
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（参考）技術基準関係・主な規定（省令レベル③）

■有線テレビジョン放送法施行規則■
第二章 施設

○ 技術基準
・ 通則

一般的条件、受信空中線、送信の方式、ヘッドエンドの特性、使用する光の波長、使用する電磁波の条件、受信者端子間分離度、受信者端子に
おけるその他の条件、漏えい電界強度の許容値

・ 標準テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
搬送波の周波数、搬送波等の条件

・ 標準衛星テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
搬送波の周波数、信号搬送波等の条件

・ 周波数変調高精細度テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
信号搬送波等の条件

・ 振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
搬送波の周波数、信号搬送波の変調、信号搬送波等の条件

・ デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
入力信号の条件、搬送波の周波数、搬送波の変調等、搬送波等の条件

・ 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
入力信号の条件、搬送波の周波数、搬送波等の条件

（項目のみ）

■端末設備等規則■
第二章 責任の分界
第三章 安全性等

漏えいする通信の識別禁止、鳴音の発生防止、絶縁抵抗等、過大音響衝撃の発生防止、配線設備等、端末設備内において電波を使用する端末設備
第四章 電話用設備に接続される端末設備

○ アナログ電話端末
基本的機能、発信の機能、選択信号の条件、直流回路の電気的条件等、送出電力、漏話減衰量、特殊なアナログ電話端末

○ 移動電話端末
基本的機能、発信の機能、送信タイミング、ランダムアクセス制御、タイムアラインメント制御、位置登録制御、チヤネル切替指示に従う機能、

受信レベル通知機能、送信停止指示に従う機能、受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能、故障時の自動的な送信停止機能、重要通信の確保の
ための機能、移動電話端末固有情報の変更を防止する機能、アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力、漏話減衰量、特殊な移動電話端末

第五章 無線呼出用設備に接続される端末設備
無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能、特殊な無線呼出端末

第六章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備
基本的機能、発信の機能、電気的条件等、アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力、特殊な総合デジタル通信端末

第七章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備
電気的条件等、漏話減衰量

第八章 特殊な端末設備
第九章 自営電気通信設備
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３－３３－３ 我が国における情報通信分野の標準化対応我が国における情報通信分野の標準化対応

○ＩＴＵ（国際電気通信連合）で作成される国際標準に基づく国内標準は、強制規格は国、任意規格（民間標準）は標準化団体（ＴＴＣ：有線、
ＡＲＩＢ：無線、ＪＣＴＥＡ：ＣＡＴＶ）と役割分担。なお、ＩＴＵに対する提案等は国を通じて対応。

○ＩＴＵ（国際電気通信連合）で作成される国際標準に基づく国内標準は、強制規格は国、任意規格（民間標準）は標準化団体（ＴＴＣ：有線、
ＡＲＩＢ：無線、ＪＣＴＥＡ：ＣＡＴＶ）と役割分担。なお、ＩＴＵに対する提案等は国を通じて対応。

任
意
規
格

任
意
規
格

参加

アップストリーム

ITUITU

ITU-R ITU-T

総務省

ＩＴＵ－Ｒ部会 ＩＴＵ－Ｔ部会
その他の
委員会

情報通信審議会情報通信技術分科会

ダウンストリーム

TTC ARIB

民間標準化機関

参加

強制標準強制規格

TTC標準TTC標準

HATS
推進会議

HATS
推進会議

電気通信事業者、放送事業者、製造業者、大学・研究機関等電気通信事業者、放送事業者、製造業者、大学・研究機関等

JCTEA

JCTEA標準JCTEA標準

日本
ケーブルラボ

日本
ケーブルラボ

ARIB標準ARIB標準

相互接続試験等

任意規格

ASTAP

○有線：事業法関係法令
○無線：電波法関係法令
○CATV：有テレ法関係法令

有線 無線 ＣＡＴＶ

強
制
規
格

強
制
規
格

※２ ※３※１

※１ (社)情報通信技術委員会 ＩＰ電話、ブロードバンド通信等の民間標準を策定 会長：森下洋一 松下電器産業(株)相談役 会員数：１０７
※２ (社)電波産業会 携帯電話、テレビ放送等の民間標準を策定 会長：野間口有 三菱電機(株)会長 会員数：２７７
※３ (社)日本ＣＡＴＶ技術協会 ケーブルテレビの民間標準を策定 名誉会長：関本忠弘 元日本電気(株)会長 会員数：７０４
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（参考）国際電気通信連合：ＩＴＵ（参考）国際電気通信連合：ＩＴＵ

１． 設立
1865年 万国電信連合発足
1908年 国際無線電信連合発足
1934年 国際電気通信連合発足（上記２機関が合併）

２． 位置づけ
国際連合の専門機関

３． 設立根拠
国際電気通信連合憲章・条約

４． 参加メンバー
国 19１ヶ国
民間 約700の電気通信事業者・企業等

５． 活動分野
無線通信（ITU-R）部門 ・・・・・・・・ 無線通信技術の標準化、周波数分配
電気通信標準化（ITU-T）部門 ・・ 電気通信技術の標準化
電気通信開発（ITU-D）部門 ・・・・ 電気通信分野における開発支援

ＩＴＵの組織図

最高意思決定機関

全権委員会議

４６理事国 毎年開催

理 事 会

無線通信局（ＢＲ）

無線通信局長

（Ｖ．ティモフィエフ（露））

電気通信標準化局
（ＴＳＢ）

電気通信標準化局長

電気通信開発局
（ＢＤＴ）

電気通信開発局長

事務総局

事務総局次長（Ｈ．ジャオ（中国））

無線通信研究委員会

（ＳＧ）

電気通信標準化研究委員会

（ＳＧ）

電気通信開発研究委員会

（ＳＧ）

最高意思決定機関
１９１加盟国／４年毎

全権委員会議

４６理事国 毎年開催

理 事 会

無線通信局（ＢＲ）

無線通信局長

（Ｖ．ティモフィエフ（露））

電気通信標準化局
（ＴＳＢ）

電気通信標準化局長

（M．ジョンソン（英国））

電気通信開発局
（ＢＤＴ）

電気通信開発局長

（Ｓ．アルバシール（サウジ））

事務総局

事務総局長（Ｈ．トゥーレ（マリ））

無線通信研究委員会

（ＳＧ）

電気通信標準化研究委員会

（ＳＧ）

電気通信開発研究委員会

（ＳＧ）

ＩＴＵ－Ｒ ＩＴＵ－Ｔ ＩＴＵ－Ｄ

ＩＴＵ: International Telecommunication Union
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ETSI(欧州電気通信標準化機構)ETSI(欧州電気通信標準化機構)

各国政府各国政府各国政府
各国政府各国政府各国政府

EC
(欧州委員会)

EC
(欧州委員会)

各国政府各国政府
各国国内

標準化団体各国政府各国政府
各国国内

標準化団体

ITU
ITU

ITU-RITU-T

電気通信事業者、放送事業者、製造業者、大学等電気通信事業者、放送事業者、製造業者、大学等

各国及びセクター メンバー
からITUへの寄与

ETSIの作成する標準のうち
欧州域内各国で標準化が義務
付けられるEuropean Standard
については、ETSI内の委員会
での承認の後に各国での承認
が必要

CEN(欧州標準
化機構)/
CENELEC

(欧州電気標
準化委員会)

標準化活動の
共同・調整

参加、標準化活 動支援等

参加

連携

情報通信分野の欧州標準を策定

参加

参加、活動支援
参加

ITUの勧告を欧州の標準に 反映

CEPT

標準化活動を移管

○ＥＵでは、１９８８年に設立されたＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）において、ＩＣＴ全般の標準化に対応。
○各国の行政機関や標準化機関のほか、ネットワーク事業者やメーカー等も参加。ＥＵ域外からの参加も可能で、現在、

６３カ国から６９８のメンバーで構成されている。

○ＥＵでは、１９８８年に設立されたＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）において、ＩＣＴ全般の標準化に対応。
○各国の行政機関や標準化機関のほか、ネットワーク事業者やメーカー等も参加。ＥＵ域外からの参加も可能で、現在、

６３カ国から６９８のメンバーで構成されている。

３－４３－４ ＥＵにおける情報通信分野の標準化対応①ＥＵにおける情報通信分野の標準化対応①

【標準化に係る
指令を作成、
その他要請】

ＥＴSＩ関連指令（ＥTSＩホームページより）
・無線・電気通信端末設備指令
・無線周波数決定
・電子通信枠組み指令その他関連指令
・低電力指令
・海上設備指令
・単一欧州空路相互運用指令 など

３４
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○ＥＵ指令のもとで、他の分野の標準化機関（CENELEC（欧州電気標準化委員会：電気分野）、CEN（欧州標準化委員会、その他分野））と
調整しつつ、規格を策定。

○European Standardは、「欧州整合規格」として欧州指令のもと特別の法的地位。ＥＵの通信法制である電気通信枠組み指令等にも標準化に
ついて一定の地位を有する。その他、任意規格も作成。

○なお、国際的な標準化活動において、携帯電話・デジタルテレビなどの戦略分野でETSIの存在感が増している。

○ＥＵ指令のもとで、他の分野の標準化機関（CENELEC（欧州電気標準化委員会：電気分野）、CEN（欧州標準化委員会、その他分野））と
調整しつつ、規格を策定。

○European Standardは、「欧州整合規格」として欧州指令のもと特別の法的地位。ＥＵの通信法制である電気通信枠組み指令等にも標準化に
ついて一定の地位を有する。その他、任意規格も作成。

○なお、国際的な標準化活動において、携帯電話・デジタルテレビなどの戦略分野でETSIの存在感が増している。

欧州理事会と欧州議会が、分野ごとに※「必須的要求事項」を欧州指令上で定める（加盟国を拘束）。

【【欧州の公的標準と標準化機関の法的地位欧州の公的標準と標準化機関の法的地位】】

必要的要求事項（抽象的）を具体化→「欧州整合規格」（一定の法的地位があり、事実上の強制規格としての機能）

ETSI (European Telecommunication Standards Institute)欧州電気通信標準化機構

→情報通信分野の欧州整合規格を策定
※ ただし、欧州整合規格以外の任意規格（特別な法的地位なし）も作成、件数としては、こちらが

多数を占める。

ETSI (European Telecommunication Standards Institute)欧州電気通信標準化機構

→情報通信分野の欧州整合規格を策定
※ ただし、欧州整合規格以外の任意規格（特別な法的地位なし）も作成、件数としては、こちらが

多数を占める。CEN:その他分野

CENELEC:電気分野

・加盟国は、欧州整合規格に適合している商品等については、必須的要求事項を満たすと推定しなければならず、加盟国間を通常自由に流通でき

る地位が与えられる。

・各加盟国は、国内の標準化機関が欧州レベルの平準化活動を損なう行為をしないこと、欧州整合規格等と異なる基準に対し、法的であれ事実上

であれ強制力を付す場合には、その理由を明らかにして欧州委員会に通知することを義務づけられている。

（出典）技術標準と競争政策（05/10 競争政策研究センター）第４章、ＥＴＳＩホームページより事務局作成

「欧州整合規格」の法的地位

Ｉ
Ｓ
Ｏ

Ｉ
Ｅ
Ｃ Ｉ

Ｔ
Ｕ

【【欧州の標準化機関の通信法制上の位置づけ欧州の標準化機関の通信法制上の位置づけ】】
電子通信枠組み指令 第１７条 標準化

１ 欧州委員会は、・・・電子通信ネットワーク、電子通信サービス並びに関連の設備及びサービスの調和のとれた提供を奨励する基準として資するように、
規格及び（又は）仕様のリストを作成して欧州共同体官報に公表するものとする。必要ある場合には、欧州委員会は、・・・欧州の標準化機関（CEN,
CEＮＥＬEC,ＥＴＳＩ）によって標準が作成されることを請求するものとする。

２ 加盟国は、サービスの相互運用性を確保し、利用者の選択の自由を拡大するために厳密に必要である限り、第１項に規定する規格及び（又は）仕様を、
サービスの提供、技術インターフェース及び（又は）ネットワーク機能に使用することを奨励するものとする。・・・（以下略）

※「無線・電気通信端末設備・相互認証に係る指令」等がある。

★２００６年３月末現在、総計１６７６２件の規格を策定。うち、欧州整合規格としての位置づけを有する
European Standardは4039件（ＧＳＭやRFIDなどを含む。）。

３－５３－５ ＥＵにおける情報通信分野の標準化対応②ＥＵにおける情報通信分野の標準化対応②
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３－６３－６ 米国における情報通信分野の標準化対応米国における情報通信分野の標準化対応

ITAC (国内諮問委員会 )ITAC (国内諮問委員会 )

TIA
端末、移動体関連
等

ATIS

ネットワークインター
フェース関連等

ITU
ITU

ITU-RITU-T

電気通信事業者、放送事業者、製造業者、大学等電気通信事業者、放送事業者、製造業者、大学等

主管庁及びセクターメンバー
から ITU への寄与

政府機関
FCC
NTIA 等

国務省

参加

・・・

参加

フォーラム

IEEE
LAN等

ANSI
国内標準認定参加

寄書案の提出

米国寄書

米国の標準に反映

FCC:Federal Communications Commission,
NTIA:National Telecommunications and Information Administration 
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（参考１）地域別の携帯電話加入数のシステム別比率の推移（参考１）地域別の携帯電話加入数のシステム別比率の推移

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

ｱｼﾞｱ太平洋 北米 南米 西ﾖｰﾛｯﾊﾟ 東ﾖｰﾛｯﾊﾟ 中東 ｱﾌﾘｶ 世界

その他

NMT

TACS

AMPS

TDMA

PDC

GSM

cdmaOne

CDMA2000

WCDMA

出所： Global Mobile、ASIAcom、Latincom
注記： 2005年のCDMA2000データは、cdmaOneに統合されている。

作成： （財）国際通信経済研究所

Ｅ
Ｔ
Ｓ
Ｉ
作
成

○米大陸を除き、ＧＳＭ方式が大多数を占めている状況。
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（参考（参考２２））世界各国の地上デジタルテレビ放送の動向世界各国の地上デジタルテレビ放送の動向

【モバイルＴＶの放送方式に関するＥＵ内の動き】

レディング欧州委員会委員（情報社会・メディア担当）は、ドイツで開催されたCebitに併せて発出したプレスリリース（本年３月１６日付）で、関係
事業者等の取組に不満を示すとともに、欧州委員会が開発を支援してきたＤＶＢ－Ｈの欧州レベルでの周波数確保及び方式採用に強い期待を示す。

「自分は、これまで進展がないことに失望している。携帯電話におけるＧＳＭ方式により我々が実施してきたように、市場の利益を完全に獲得し、欧州のモバイル
ＴＶ方式を輸出するためには、産業界と加盟国政府は、技術を比較し、欧州全域において周波数を利用可能とし、希望を言えば単一技術に基づき、迅速
かつ大規模なモバイルＴＶの立ち上げを確保するための最善策を選択する等、密接に協力すべきである。」

「欧州産業界は、成功をもたらす技術を過去に開発してきた。ＤＶＢ－Ｈを基礎としたモバイルＴＶサービスが欧州及び世界での普及に必要な規模の経済性を
発展させるものと強く確信している。」（レディング委員コメント）

フィンランド
(2001年8月開始)

エストニア
(2006年12月開始

リトアニア
(2006年6月開始)

スウェーデン
(1999年4月開始)

デンマーク
(2005年7月開始)

イギリス
(1998年9月開始)

ドイツ
(2002年11月開始)

オランダ
(2003年4月開始)

ベルギー
(2003年7月開始)

フランス
(2005年3月開始)

スペイン
(2000年5月開始)

ギリシャ
(2006年3月開始)

サウジアラビア
(2006年6月開始)

スイス
(2003年8月開始)

オーストリア
(2006年12月開始)

イタリア
(2003年12月開始)

チェコ共和国
(2005年10月開始)

インド
(2003年開始)

アメリカ合衆国
(1998年11月開始)

オーストラリア
(2001年7月開始)

台湾（DVB-T）
(2004年3月開始)

韓国 (ATSC)
(2001年10月開始)

カナダ
(2003年3月開始)

中国（独自方式）
（2006年8月方式決定）

日本（ISDB-T）
(2003年12月開始)

ブラジル（ISDB-T）
(2007年12月開始予定)

2007年3月現在
出典:OECD報告書他各種資料

日本方式（ISDB-T） ： 開始済 ： 予定 欧州方式（DVB-T） ： 開始済 ： 予定 米国方式（ATSC） ： 開始済 ： 予定
→ETSI作成
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４４ 伝送サービス規律伝送サービス規律



40

（※1） 第一種指定設備を用いて提供する役務であって、他の事業者による代替的な役務が十分に提供されない役務
（※2） 指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務

支配的地位を有する事業者に対して追加的規制

電気通信事業者 第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者

第二種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者

料金・
約款

規制

利用者
保護

事業休廃止の際の利用者に対する事前周知義務（１８条３項）、電気通信役務の提供条件に関する説明義務（２６条）、苦情等に関する適切・迅速な処理義務（２７条）

技術基準 電気通信役務の安定的・確実な提供の確保等の観点から、電気通信事業用設備及び端末設備について技術基準を規定

【指定電気通信役務（※1）】

保障契約約款の作成、届出
【特定電気通信役務（※2）】

プライスキャップ規制（上限価格規制）

・接続約款の認可、公表
・接続会計の整理 等

【禁止行為】
・接続情報の目的外利用・提供 等

【特定関係事業者（NTTコム）との間の禁止行為】

・役員兼任 等

参入・退出

規制

外資規制

【参入】 届出 （①端末系伝送路設備の設置区域が同一市町村の区域を超える場合、②中継系伝送路設備の設置区間が一の都道府県の区域を超える場合は登録）

【退出】 事後届出 （利用者に対しては予め相当の期間をおいて周知が必要）

【外資規制】 なし （NTT持株に対しては3分の1の外資規制）

全ての事業者に対し、電気通信役務の提供に係る不当な差別的取扱いを禁止（６条） （料金・約款は原則として自由→業務改善命令の対象（２９条））

【基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス：国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき役務）】 契約約款の作成、届出対
利
用
者
規
律

電気通信回線設備を設置する全ての事業者に対し、接続請求応諾義務（３２条）接続

規制
接続約款の届出、公表

行為

規制

なし
【禁止行為】

同左
※適用事業者については、市場シェア等も

勘案して個別に指定

ユニバーサル

サービス制度

【ユニバーサルサービスの範囲】
加入電話、公衆電話、緊急通報

【制度の仕組み】
適格電気通信事業者に対し、基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合に、そ

の費用の一部に充てるための交付金を交付

事
業
者
間
規
律

４－１４－１ 電気通信事業法における主なサービス規律電気通信事業法における主なサービス規律
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○1985年の電気通信自由化以降、電気通信事業分野では一貫して競争政策を推進し、料金の大幅な低廉化、ＡＤＳＬ、光ファイ

バなど高度サービスの急速な普及をもたらしている。

○1985年の電気通信自由化以降、電気通信事業分野では一貫して競争政策を推進し、料金の大幅な低廉化、ＡＤＳＬ、光ファイ

バなど高度サービスの急速な普及をもたらしている。

透明な手続きによる競争ルールの柔軟な見直し

■競争原理の
導入

■電電公社の
民営化

■競争原理の
導入

■電電公社の
民営化

■ＮＴＴの再編成

（参入規制緩和）
■需給調整条項の撤廃
■外資規制の原則撤廃

（業務規制緩和）
■料金認可制を事前届出制に

（接続ルール整備）
■接続ルールの制度化
■長期増分費用方式の導入

■ＮＴＴの再編成

（参入規制緩和）
■需給調整条項の撤廃
■外資規制の原則撤廃

（業務規制緩和）
■料金認可制を事前届出制に

（接続ルール整備）
■接続ルールの制度化
■長期増分費用方式の導入

■非対称規制の拡充
■ＮＴＴ東西の活用業
務の創設

■ユニバーサルサー
ビス基金制度導入

■電気通信事業紛争
処理委員会の創設

■非対称規制の拡充
■ＮＴＴ東西の活用業
務の創設

■ユニバーサルサー
ビス基金制度導入

■電気通信事業紛争
処理委員会の創設

テレフォニーの
時代

インターネットの
登場

■参入規制の大幅緩和
■料金・約款規制の原則

廃止
■消費者保護ルールの

整備

■参入規制の大幅緩和
■料金・約款規制の原則

廃止
■消費者保護ルールの

整備

独占から競争へ独占から競争へ
19851985年年(S60)(S60)～～

事前規制から事前規制から
事後規制へ事後規制へ
20042004年年(H16)(H16)～～

19851985（（S60S60））～～ 1997(H9)1997(H9)～～ 2001(H13)2001(H13)～～

競争競争のの
一層の促進一層の促進
19971997年年(H9)(H9)～～

20042004（（H16H16））～～

■競争評価の実施■競争評価の実施

フルＩＰ化への移行期

フ
ル
Ｉ
Ｐ
化
に
対
応
し
た
競
争
ル
ー
ル
の
検
討

フ
ル
Ｉ
Ｐ
化
に
対
応
し
た
競
争
ル
ー
ル
の
検
討

ＰＳＴＮ(回線交換網)からＩＰ網への転換

４－２４－２ 電気通信事業分野における競争政策の展開電気通信事業分野における競争政策の展開

・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
懇
談
会

・Ｉ
Ｐ
化
時
代
の
通
信
端
末
に
関
す
る
研
究
会
の
開
催

等
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高速インターネットの利用料金・加入者数

0
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H13.3 H18.3

7,800円

2,４００円

加入者数：
約２７．４倍に

※利用料金：DSLの月額利用料金、加入者数：DSL、CATV、FTTHの合計

約2,330万加入
（円）

利用料金：
約１／３に

約85万加入

光ファイバ（FTTH）
○契約数 ： 715万件
○事業者数 ： 119社

光ファイバ（光ファイバ（FTTHFTTH））
○契約数 ： 715万件
○事業者数 ： 119社

ケーブルインターネット
○契約数 ： 331万件
○事業者数 ： 377社

ケーブルインターネットケーブルインターネット
○契約数 ： 331万件
○事業者数 ： 377社

ＤＳＬ
○契約数 ： 1440万件
○事業者数 ： 48社

ＤＳＬＤＳＬ
○契約数 ： 1440万件
○事業者数 ： 48社

インターネット契約数の推移（H18.3末現在）携帯電話のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ対応率（２００４年９月現在）
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【ITU：World Information Society Report 2006 （2006年7月）】

ブロードバンド通信速度（２００６年初）

※各国の主要な事業者における携帯電話契約数に占める
携帯電話インターネット契約数の比率

【総務省「平成１７年版情報通信白書」】

ＤＳＬの下り速度
（単位Mbps）

※ケーブルインターネットも含む

日本日本

総契約数：
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無線（ＦＷＡ）
○契約数 ：10,954
○事業者数 ： 25社

無線（ＦＷＡ）無線（ＦＷＡ）
○契約数 ：10,954
○事業者数 ： 25社

（参考）電気通信事業分野における競争政策の成果例（参考）電気通信事業分野における競争政策の成果例
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CS（110度、124度、128度）放送事業者 有線テレビジョン放送事業者

委託放送
事業者

有線テレビジョン
放送施設者※３

放送法 有線テレビジョン放送法

施設設置許可

（業務は届出）

審査事項 ○欠格事由

○受託放送役務を受けられ
ること

○財政的基礎

○放送の普及及び健全な発
達に適切

○総務省令に合致（集中排
除原則）

○欠格事由

○技術基準適合性

○周波数割当が可能である
こと

○その他総務省令に合致

○欠格事由

○経理的基礎及び技術的
能力

○権原に基づく設備利用の
可否

○総務省令に合致（集中排
除原則）

施設に関して以下の審査

○欠格事由

○施設計画の合理性及び実
施の確実性

○技術基準適合性

○経理的基礎及び技術的能
力

○自然的社会的文化的事情
に照らし必要かつ適切

※地域メディアという性格上、
原則一の行政区域全体に
提供

○なし

（虚偽の届出については罰
則）

○欠格事由

○経理的基礎及び技術的能
力

○権原に基づく設備利用の
可否

○総務省令に合致（集中排
除原則）

※自己のサービスについて
一部伝送業務を行っている
場合を含む（技術基準適合
義務）。

外資規制 ○ ○ × × × ×

技術基準適合※１ × ○（電波法） ○ ○（施設者として） × ○

変更命令の要件 ・国内受信者の利益を阻害

・料金に関する不当な差別的
取扱い

・責任に関する事項等の適切
性・明確性なし

・不当な義務の賦課

・業務区域の受信者の利益
を阻害

・受信者の利益を阻害 ・受信者の利益を阻害
・業務区域の受信者の利益

を阻害

役務提供義務※２ 対受信者 対委託放送事業者 対受信者
施設提供：対（他の）業務者

業務提供：対受信者
対受信者 対受信者

（対受信者）届出

（対（他の）有線テレビジョン
放送事業者）総務省令※に
適合した条件を定める。

※省令規定事項：・料金の
妥当性、条件の適正性・明確性、
不当な差別的取扱いなし、不当
な条件なし 等

認定

（対受信者）届出

（対受信者）認可

・責任に関する事項の適切
性・明確性

・不当な差別的取扱いなし

※標準契約約款あり

左記以外の有線テレビジョ
ン放送事業者※４

受託放送
事業者

適用法

衛星役務利用
放送事業者

有線役務利用
放送事業者

電波法

放送法

無線局開設に係る免許

（対委託放送事業者）

届出

電気通信役務利用放送法

登録

有線テレビジョン放送法 電気通信役務利用放送法

参入 届出 登録

（対受信者）届出料金

契約約款

（対受信者）届出 （対受信者）届出

※１ 電波法・・・電波の有効利用、無線局の目的達成等の観点から規定
有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法・・・送信標準化、受信品質維持等の観点から規定

※２ 正当な理由がなければ役務提供を拒否できない旨規定 ※３ 通常、有線テレビジョン放送事業者（業務提供者）を兼ねる。
※４ 有線テレビジョン放送施設者から施設の提供を受けて業務を行う者

４－３４－３ 放送に係る主なサービス規律（衛星放送・有線テレビジョン放送）放送に係る主なサービス規律（衛星放送・有線テレビジョン放送）

伝送サービスを行っている事業者
（ハード事業者）
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○ 通信と放送の伝送路の融合の進展に対応し、ＣＳデジタル放送及び有線テレビジョン放送の設備利用の
規制緩和を行うため、 電気通信役務を利用して放送を行うことを制度化して可能としたもの。

○ 平成１４年１月２８日より施行され、平成１８年１０月末現在で、６８事業者が登録。

・衛星役務利用放送事業者：５１
・有線役務利用放送事業者：１７

【
ハ
ー
ド
】

委託放送
【認定】

受託放送
（放送用設備）

【無線局免許】

【
ソ
フ
ト
】

電気通信事業者の設備
（電気通信事業法の適用のみ）

電気通信役務利用放送
【登録】

有線テレビジョン放送

【施設設置許可】

電気通信
役務の提供

放送法 有線テレビジョン放送法 電気通信役務利用放送法

電気通信事業者の設備
（通信衛星・光ファイバ等）

共用・
転用可能

（受委託放送）

通信
利用

有線テレビジョン放送
【業務開始届出】

放送法（受託委託放送制度）

［ＣＳデジタル放送］
電気通信役務利用放送法

○衛星中継器を通信･放送
用に分離し、放送用の周
波数（中継器）は国が指定

○衛星放送事業者が需要に応
じて、通信・放送用に柔軟に
設備を提供

○放送用周波数の枠内で委
託放送業務の実施につい
て認定が必要
（参入希望者が超える場
合、比較審査。外資規制
有り。）

○一定の適格性審査による登
録が必要
（比較審査なし。外資規制撤
廃。）

有線テレビジョン放送法
［有線テレビジョン放送］

電気通信役務利用放送法

○施設の設置には許可が、
放送開始には届出が必要

○設備の全部又は一部を自ら
設置することなく放送を行う
場合、登録が必要

主な規制緩和

４－４４－４ 電気通信役務利用放送法電気通信役務利用放送法
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（参考）（参考）伝送路の多様化と放送サービスの進展状況伝送路の多様化と放送サービスの進展状況
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平成元年平成元年
ＢＳアナログ放送
開始

平成４年平成４年
ＣＳアナログ放送
開始

平成８年平成８年
ＣＳデジタル放送
開始

平成平成1212年年

・ＢＳデジタル放送開始
・ＣＳデジタルに関し、
ＤｉｒｅｃＴＶ廃止

平成７年ごろ平成７年ごろ
ケーブルテレビ
事業者のサービス
開始が相次ぐ

394

277

48

367

平成17年度末におけるチャンネル数

○地上放送： ９チャンネル
○ＢＳ放送： ３２チャンネル
○ＣＳ放送：２９１チャンネル
○ＣＡＴＶ： ６２チャンネル
合 計：３９４チャンネル

年度末

注１ 地上放送については、東京都で受信可能なテレビジョン放送のチャンネル数
注２ BS放送、CS放送については、標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送を足し上げて算出
注３ CATVについては、東京都の主要なケーブルテレビ事業者によって提供されているチャンネル数の平均

注４ 上記のほか、全国をサービス地域とする有線役務利用放送事業者４社があり、その平均チャンネル数は
約４０チャンネルである

①① 放送の多チャンネル化の進展放送の多チャンネル化の進展 ②② ＣＡＴＶにおけるトリプルプレイサービスＣＡＴＶにおけるトリプルプレイサービス
提供事業者の増加提供事業者の増加
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（％）

注１ ケーブルテレビ連盟加盟社における比率
注２ ＩＰ電話の実施事業者の比率を、トリプルプレイサービス

実施事業者比率の近似値とした
注３ これらの事業者は、有線テレビジョン放送法の施設許可、

電気通信事業法の登録双方を行っている

２１社

１０１社

１３９社

１６７社

年度末
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問題意識問題意識

○次世代ネットワーク、放送のデジタル化により、IPを軸にしたネットワークの融合が更に加速。

○国際競争力強化など経済社会政策的視点に配意しつつ、規律体系の簡素化・柔軟化をどう図っていくか。

○次世代ネットワーク、放送のデジタル化により、IPを軸にしたネットワークの融合が更に加速。

○国際競争力強化など経済社会政策的視点に配意しつつ、規律体系の簡素化・柔軟化をどう図っていくか。

移動網

衛星網

固定網
ＣＡＴＶ

衛星放送

コンテンツへのマルチアクセス／マルチユースコンテンツへのマルチアクセス／マルチユース
情報通信端末のシームレスな利用の進展情報通信端末のシームレスな利用の進展

「伝送路の融合」「伝送路の融合」

「端末の融合」「端末の融合」

デジタル放送ＩＰ
パケット送信実験

有線系

ＩＰ網ＩＰ網

無線系

Wi-Max

トリプル
プレイ

地上デジタル
放送

多ch-HD
(H.264)

伝送サービス規律について

伝送サービスは競争政策のもとで

ネットワーク整備を推進し「世界最先端」に

オールＩＰに向けた動きが加速するなかで、

・競争政策を軸とする規律のあり方

・規律体系の簡素化のあり方

伝送サービス規律について

伝送サービスは競争政策のもとで

ネットワーク整備を推進し「世界最先端」に

オールＩＰに向けた動きが加速するなかで、

・競争政策を軸とする規律のあり方

・規律体系の簡素化のあり方

伝送設備規律について

事業者のシームレスなサービス提供、利用

者の端末シームレス利用のニーズが拡大

・経済社会政策に配意した設備規律の

柔軟化のあり方

・シームレス化に資する技術基準

伝送設備規律について

事業者のシームレスなサービス提供、利用

者の端末シームレス利用のニーズが拡大

・経済社会政策に配意した設備規律の

柔軟化のあり方

・シームレス化に資する技術基準

通信ネットワーク

放送ネットワーク

NGN
IPv6

伝送サービス層で進行中のイノベーション伝送サービス層で進行中のイノベーション

携帯端末
向け放送

FMC
自営網

ソフト・ハード一致

コンテンツ
プロバイダ

コンテンツ伝送路の多様化コンテンツ伝送路の多様化
（シームレス提供）（シームレス提供）

衛星インターネット

http://rd.yahoo.co.jp/shopping/whatshot/electronics/00017/*http://shopping.yahoo.co.jp/search?va=KDL-32V2000&pf=12000&cspid=2077764183&X=2
http://rd.yahoo.co.jp/shopping/whatshot/electronics/00017/*http://shopping.yahoo.co.jp/search?va=KDL-32V2000&pf=12000&cspid=2077764183&X=2
http://www.cato.co.jp/productShow1.asp?id=2903
http://www.cato.co.jp/productShow1.asp?id=2903
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